
地域包括支援センターの新設及び担当区域の変更について 

 

 平成２７年度から平成２９年度までを期間とする「第６期板橋区介護保険事業計

画」により、地域包括ケアの連携拠点として、地域包括支援センター（おとしより相

談センター）の新設及び担当区域の変更を以下のとおり行い、地域包括支援センター

の拡充・機能強化を図ります。 

 

１ 地域包括支援センターの新設について 

（１） 新設する地域包括支援センター 

① 熊野地域包括支援センター（熊野おとしより相談センター） 

設置場所 板橋区中丸町２７－１１（中丸いこいの家内） 

担当区域 

板橋２丁目（18番～21番、54番、55番）、   

大山金井町、大山東町（1番～16番、18番、26番、27番、29番）、

熊野町、中丸町、幸町（1番～6番）、南町  

高齢者人口 ４，６０６人（平成２７年４月１日現在） 

   ・委託事業者候補 

名 称   社会福祉法人 奉優会  

所 在 地  東京都世田谷区駒沢２－１１－３ 第二集花園ビル 

代 表 者  理事長 香取 眞惠子  

主な事業実績  板橋区仲町地域包括支援センター 

 

② 清水地域包括支援センター（清水おとしより相談センター） 

設置場所 板橋区泉町１６－１６（清水いこいの家内） 

担当区域 清水町、蓮沼町、大原町、泉町、宮本町 

高齢者人口 ５，１４２人（平成２７年４月１日現在） 

  ・委託事業者候補 

名 称   アースサポート株式会社  

所 在 地  東京都渋谷区本町１－４－１４ 

代 表 者  代表取締役 森山 典明  

主な事業実績  杉並区浜田山地域包括支援センター 

 

（２）開設日 

平成２８年４月１日から開設します。 
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２ 地域包括支援センターの担当区域の変更について 

（１）適正配置の推進  

   概ね「地域包括支援センター担当区域＝地域センター担当区域」を原則とします。 

 

（２）平成２８年度担当区域（圏域）の変更 

   別紙１、別紙２のとおりです。 

 

（３）担当区域変更に伴う業務引継ぎについて 

   平成２８年９月末までを目安として、区域変更に伴う、地域包括支援センター間

での業務の引継ぎを順次行う予定です。事務引継ぎに際しては、個人情報の取扱い

や、相談が継続している場合を想定し、区民の皆様が不便を感じることのないよう

準備いたします。ご協力お願いします。 

 

３ 問合先  

健康生きがい部おとしより保健福祉センター地域ケア推進係  ℡ 5970-1114       


